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住宅改修とは

要介護・要支援認定を受けている被保険者が心身や住宅の状況等から住宅
改修が必要になった場 合、対象要件を満たした住宅改修にかかる費用の７
割から９割を助成するもの。
・介護保険法：第４５条（居宅介護住宅改修費の支給） ・第５７条（介護予防住宅改修費の支給）



対象要件

•  要介護認定を受けており、認定有効期間内である。
•  介護保険被保険者証に記載されている住所地にあり、実際に居住している

住宅である。 
• 介護保険施設または医療機関を退所・退院している。 
• 改修内容が介護保険制度の給付対象であり、事前申請の書類にその必要

性について記載されて いる。 

本人の心身の状況や住宅の状況等から生活環境を整えるために必要と考えら
れる適切な内容・範囲においてのみ支給対象となるものであり、高価な材料を
使用したり、必要以上に広い範囲を支給対象として申請したりすることのないよ
う、適切な金額・工法で、効果的な改修となる十分に検討してください。また、
単に老朽化したことを理由に改修する場合や本人の趣味嗜好等を目的とし
た改修は認められません。



対象要件

改修内容が介護保険制度の給付対象であり、事前申請の書類に
その必要性について記載されている。 



お願い

・住宅改修が必要な理由を具体的にお願いします！

※福祉用具購入についても同様です！



良くない例



良くない例



何が良くないのか…
10分程度検討



良い例



良い例



なぜ理由書を詳しく書かないといけないのか

介護保険では、「住宅改修が必要な理由書」に基づいて住宅改修工事が行
われる。
したがって、
①利用者の心身の状況にあった工事であるか
（手すりを段差のの両側につける場合、両側に手すりがないと体を支えられない
という心身の状況なのか等）
②日常生活上の必要な工事であるか（庭との段差の解消を図る場合、趣味
のガーデニングをすることが日常生活に欠かせないものなのか等）



• 住宅改修費の支給は公費によるものです。

• 住宅改修費の支給は介護保険料と税金を財源とした給付です。

• 制度を熟知し、利用者が不利益を被ることのないようにしてください。

なぜ理由書を詳しく書かないといけないのか



住宅改修が必要な理由書の作成チェックポイント



住宅改修が必要な理由書チェックポイント①

利用者・家族の生活状況と生活上の希望について、総合的に把握されているか

• 利用者の身体状況
• ・身体障害（肢体・視覚・聴覚・欠損）

の有無、程度
• ・疾病（急性・慢性・進行性）の有無
• ・健康状態（日常生活への影響の有無、

程度、入院の有無）
• ・日常生活動作の自立度合

• 住宅改修により、利用者等は日常生
活をどう変えたいか。

• 利用者や家族が住宅改修によって現
在の暮らしをどのように変えたいのか、ど
のように継続していきたいのかを、医師、
リハビリ等の専門職の判断も踏まえた
上で、総合的に記述されているか



住宅改修が必要な理由書チェックポイント②

改善が必要な生活動作を明確にして、具体的に何に困っているのかが記述されているか。

具体的な困難な状況（･･･なので･･･困っている）
• 困難な状況を具体的に記述しないと、どうすべきなのかという方針につな

がらない。
• 利用者本人の心身状況や動作
• 居住環境の現状



住宅改修が必要な理由書チェックポイント③

住宅改修により、生活上どのような点が改善されるのかを明確にし
て、具体的にどのような住宅改修が必要なのか記述されているか
改修目的・期待効果
住宅改修を行うことによって、困難な状況の改善にどのように役立つのか、改修の目的と期待する効果が明確にされている
か。
・できなかったことをできるようにする
・転倒等の防止、安全の確保
・動作の容易性の確保
・利用者の精神的負担や不安の軽減
・その他

何がどうなることで安定するかを具
体的にご記入お願いします。
～良くない例～
・手すりを付けることで安定する。
・段差を解消することで不安がな
くなる。



担当が悩む事例

• トイレの手すり＝L字なのか
縦手すりと横手すりの用途の違いは、一般的に「縦＝立ち座り」、「横＝座位
保持」
しかし立ち上がりだけ必要であれば、縦手すりしか認められないというものでもな
い。



担当が悩む事例

支えなく座位保持はできるが、日頃の習慣等から立ち上がるための動きとして横
手すりを使用するというような場合もあります。

L字型の手すりが必要であれば、その必要性について理由書の中で説明するこ
とがケアマネジャー（福祉住環境コーディネータ等を含む）には求められます。



検討事例①

【階段への手すりの取付け】
７９歳 女性
要支援１
病歴：腰椎圧迫骨折 胸骨圧迫骨折手術歴あり 

【改修理由】
２階にベランダがあり洗濯を干すために階段を上がるが、支持物がなく這ってあ
がり、壁をつたって降りておりバランスを崩し転倒する危険性がある。



事例検討①

• 【審査結果】
対象者が２階に行くために、安全に階段昇降ができるようにするための改修で
ある。
しかし、２階に行く目的が主に洗濯干しのため、２階にしか洗濯を干すスペース
がないのか、どうしても階段を上り下りしないといけないのか再度検討をお願いす
ることがある。



検討事例②

【玄関上がり框の段差解消】
• ８５歳
• 女性
• 上腕骨折で入院しており、1週間前に自宅退院。訪問リハビリを利用中。
• 退院後1週間程度。病院受診時は車イスを使用。玄関外にはスロープを貸

与し車イスで行き来している。室内は壁伝いに歩行しているがふらつきが強い。
階段昇降はまだ行えていない。

【改修理由】
玄関外の段差の改善のためスロープにし両側に手すりを付けることで安全に歩
行できる。



事例検討②

【審査結果】
現在階段昇降が行えない状況であり、現段階で改修を行うことが効果的な利
用になるか疑義あり。
まずは、リハビリにて階段昇降が可能な状態になることが優先であるとし、時期に
ついては再検討を依頼することがある。



住宅改修Q＆A

Ｑ１【庭の手入れの為の手すり】
庭の手入れをする為に手すりを設置する工事は、保険給付の対象となるか。

Ａ１　住宅改修は「日常生活上、必要なもの」を対象としています。庭の手入
れは本人にとっては習慣かもしれませんが、本人の生きがいや生活を充実させる
ための工事については、保険給付の対象外です。



住宅改修Q＆A

Ｑ２
要介護者が子の住宅に一時的に身を寄せている場合、介護保険の住宅改修
を行うことができるか。

A２　介護保険の住宅改修は、介護保険証に記載されている住所地の住宅
のみが対象となります。



住宅改修Q＆A

Q３
申請の際に添付する工事費内訳書に関し、材料費、施工費等を区分できな
い工事があるが、全て区分しなければならないか。

A3　工事費内訳書において、材料費・施工費等を適切に区分することとしてい
るのは、便所、浴室、廊下等の箇所及び数量、長さ、面積等の規模を明確に
するためです。このため、材料費、施工費等が区分できない工事については無
理に区分する必要はありませんが、工事の内容や規模等が分かるようにする必
要はあります。



受領委任払について

介護保険の認定を受けている利用者のうち、次に掲げる要件を満たす利用者が受領
委任払いを選択できます。

 介護保険料（徴収する権利が消滅した介護保険料を含む）の滞納がないこと。
 介護保険証に給付の制限や支払い方法変更の記載がないこと。
 介護保険施設に入所中又は医療機関に入院中でないこと。
 受領委任払いについて、宇城市介護保険受領委任払事業者の同意が得られてい　　　
ること。



 おわりに…

住宅改修の目的は日常生活動作の自立、または継続だと考えています。
「日常生活動作」とは、外出、入浴、食事、洗濯、排泄などに関する移動や介
助といった必要最低限の生活動作のことです。介護保険の住宅改修は、それら
を容易にするためという目的でなければできません。
住宅改修は、被保険者のみなさまからの大切な保険料や税金で運営してい
ますので、適正な理由と方法で住宅改修を行っていただきますようお願いしま
す。


